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５．事前補正申請の手順 
５－１ 事前補正申請（紙申請／電子申請） 
当機関から補正依頼がメールで届きましたら、NICE 電子申請を起動・ログインします。 
物件一覧画面の右側の申請状況が赤文字で「事前補正依頼中」と表示されていることを確認します。 
（図５－１－１） 
※申請状況：申請物件の進捗状況が表示されています。 
 表示されている文字で現在の進捗状況を確認することが可能です。表示されている文字が黒色の場合は当機 
 関が審査中であることを表しており、申請物件の編集を行うことができない状態です。 
 赤文字の場合は、補正等で申請者側が作業すべき事項があることを表しており、申請物件の編集を行うこと 
 ができる状態です。 
 
  図５－１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
補正依頼物件をクリックし、物件を開きます。（図５－１－２） 
申請履歴画面のファイルを開いて内容をご確認ください。 
 
  図５－１－２ 
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補正内容を確認後、補正が必要なファイルを修正してください。 
修正完了後、ファイル一覧を開き、補正が必要なファイルを再アップロードします。（図５－１－３） 
※申請書につきましては、入力情報を訂正したいただいた後、「PDF 作成」ボタンをクリックしていただきま 
 すと申請書 PDF ファイルが上書きされます。「編集開始」ボタンが押されている状態では、「PDF 作成」は 
ご利用できません。必ず「保存」ボタンをクリックしてから作成してください。 

 
  図５－１－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の添付図書を補正する場合は、訂正が必要なファイルを選択し、「削除」ボタンをクリックしてファイ 
ル一覧から削除してください。 
 
※訂正前のファイルにつきましては、ファイル一覧画面からは削除されますが、申請履歴画面の「事前申請を 
送信」をクリックしていただきますと、その際に添付いただきましたファイルを確認することができます。 

 
その他の添付図書を補正する場合は、訂正したファイルが分かるようにファイル名の後ろに「２」等の更新番 
号を付けて再アップロードしてください。 
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補正ファイルの添付が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図 5－１－４） 
 
  図５－１－４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保存完了後、申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックしてください。（図 5－１－５） 
 
  図 5－１－５ 
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申請画面が表示されますので、内容をご確認していただき、今回申請するファイルをチェックのうえ「申請」 
ボタンをクリックしてください。（図 5－１－６） 
 
  図 5－１－６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリックします。

（図 5－１－７） 
以上で事前補正申請は完了です。 
 
  図 5－１－７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「４－２事前申請 申請手順（紙申請）」の場合は、補正後、紙申請に切り替わりますので、申請図書一式を印

刷し、窓口に提出ください。また、手数料納入を確認後、引受を致します。 
 
 
「４－３事前申請 申請手順（電子申請）」の場合は、「6.本申請の手順」へ進みください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 
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6．本申請の手順 
6－１ 本申請手順（電子申請） 
    ※４－3 事前申請 申請手順（電子申請）の場合の手順になります。 
当機関から本申請依頼がメールで届きましたら、NICE 電子申請を起動・ログインします。 
物件一覧画面の右側の申請状況が赤文字で「正本依頼中」と表示されていることを確認します。 
（図 6－１－１） 
※申請状況：申請物件の進捗状況が表示されています。 
 表示されている文字で現在の進捗状況を確認することが可能です。表示されている文字が黒色の場合は当機 
 関が審査中であることを表しており、申請物件の編集を行うことができない状態です。 
 赤文字の場合は、申請者側が作業すべき事項があることを表しています。 
 
  図 6－１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
本申請依頼物件をクリックし、物件を開きます。 
申請履歴画面の「本申請」ボタンをクリックします。（図 6－１－２） 
※申請履歴画面が表示されていない場合は、「履歴」ボタンをクリックしてください。 
 
  図 6－１－２ 
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本申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリックしま

す。（図 6－１－３） 
以上で電子申請での本申請は完了です。 
 
  図 6－１－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ 本申請後、紙申請の場合は、手数料および申請図書一式を窓口に提出ください。電子申請の場合は、手数 

料の納入を確認し、当機関で確認申請の引受を致します。消防同意が必要な場合は、消防へ送付致します。 
 
⇒ 申請内容が支障無いことを確認し、確認済証を交付致します。 
 
⇒ 審査終了の連絡が NICEWEB 申請システムより、通知されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 
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７．本申請の補正の手順 
７－１ 補正申請（電子申請） 
当機関から補正依頼がメールで届きましたら、NICE 電子申請を起動・ログインします。 
物件一覧画面の右側の申請状況が赤文字で「補正依頼中」と表示されていることを確認します。 
（図７－１－１） 
※申請状況：申請物件の進捗状況が表示されています。 
 表示されている文字で現在の進捗状況を確認することが可能です。表示されている文字が黒色の場合は当機 
 関が審査中であることを表しており、申請物件の編集を行うことができない状態です。 
 赤文字の場合は、補正等で申請者側が作業すべき事項があることを表しており、申請物件の編集を行うこと 
 ができる状態です。 
  
  図７－１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
補正依頼物件をクリックし、物件を開きます。（図７－１－２） 
申請履歴画面のファイルを開いて内容をご確認ください。 
 
  図７－１－２ 
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補正内容を確認後、補正が必要なファイルを修正してください。 
修正完了後、ファイル一覧を開き、補正が必要なファイルを再アップロードします。（図７－１－３） 
 
※申請書につきましては、入力情報を訂正したいただいた後、「PDF 作成」ボタンをクリックすると申請書 PDF
ファイルが上書きされます。「編集開始」ボタンが押されている状態では、「PDF 作成」はご利用できません。

必ず「保存」ボタンをクリックしてから作成してください。 
 
  図７－１－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の添付図書を補正する場合は、訂正が必要なファイルを選択し、「削除」ボタンをクリックしてファイ 
ル一覧から削除してください。 
 
※訂正前のファイルにつきましては、ファイル一覧画面からは削除されますが、申請履歴画面の「本申請を 
送信」をクリックしていただきますと、その際に添付いただきましたファイルを確認することができます。 

 
その他の添付図書を補正する場合は、訂正したファイルが分かるようにファイル名の後ろに「２」等の更新番 
号を付けて再アップロード願います。 
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補正ファイルの添付が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックします。（図７－１－４） 
 
  図７－１－４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保存完了後、申請履歴画面の「申請」ボタンをクリックしてください。（図７－１－５） 
 
  図７－１－５ 
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申請画面が表示されますので、内容をご確認していただき、今回申請するファイルをチェックのうえ「申請」 
ボタンをクリックしてください。（図７－１－６） 
 
  図７－１－６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申請が完了しますと、申請履歴画面に①のように表示されていることを確認し、②の「×」をクリックします。

（図７－１－７） 
以上で補正申請は完了です。補正申請後で、建築センターが補正を受理する前であれば、「申請取消」を行い、 
再度、編集することが可能です。 
  図７－１－７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ 補正完了後、確認済証の交付の手続きを行います。また、消防同意がある場合は、補正後、消防へ送付致 

します。 
 
⇒ 審査終了の連絡が NICEWEB 申請システムより、通知されます。 
 

② 

① 
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８.申請者側で表示される申請状況（ステータス）一覧 
 
 事前申請時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
空欄 データのみ作成し、申請をしていない状況 可 
空欄 申請はしたが、機関側で却下された状況 可 
事前申請中 申請済で機関側が未受理の状況 不可 
事前審査中 機関側が申請を受理した状況（補正時含む） 不可 

 
 事前補正申請時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
事前補正依頼中 機関側より事前補正依頼が届いている状況 可 
事前補正申請中 事前補正依頼後、補正申請を行っている状況 不可 

 
 事前申請 or 事前補正申請時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
正本依頼中 機関側より正本依頼 or 本申請依頼が届いている状況 不可 
本申請中 本申請済みで機関側が未受理の状況 不可 
審査中 機関側が正本 or 本申請を受け取った状況 不可 

 
本引受後の補正申請時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
補正依頼中 本引受後、機関側より補正依頼が届いている状況 可 
補正ファイル送信中 補正依頼後、補正申請を行っている状況 不可 
補正審査中 補正依頼後、機関側が受理をした状況 不可 
補正正本依頼中 補正依頼後、機関側より正本依頼 or 本申請依頼が届いている状

況 
不可 

補正申請中 補正依頼後、本申請済みで機関側が未受理の状況 不可 
審査中 補正依頼後、機関側が正本 or 本申請を受け取った状況 不可 

 
審査完了時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
審査終了 機関側で審査終了ボタンが押された状況 不可 

 
 取下げ時 

申請状況表示 操作状況 編集作業 
取下げ 機関側で取下げボタンが押された状況 

※機関側が取下取消ボタンを押さない限り編集は不可となる 
不可 
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